
千曲市告示第１１号 

  

千曲市食料・農業・農村振興対策事業補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のよう

に定める。 

  

  

令和７年２月５日 

  

  

千曲市長 小 川 修 一 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



千曲市食料・農業・農村振興対策事業補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 

千曲市食料・農業・農村振興対策事業補助金交付要綱（平成22年千曲市告示第10号）の

一部を次のように改正する。 

別表中 

「 

５ 畜産振

興事業 

１ 優良種畜の導

入に要する経費 

検定、登録等関係機関

が認定したもの 

農業者、生

産組織 

１／10以内 

２ 公共牧場への

運搬に要する経

費 

中核農家、多頭飼育者

等で市長が認めたもの 

農業者、農

業団体、生

産組織 

１／４以内 

                                      」を 

「 

５ 畜産振

興事業 

１ 優良種畜の導

入に要する経費 

検定、登録等関係機関

が認定したもの 

農業者、生

産組織 

１／10以内 

２ 公共牧場への

運搬に要する経

費 

中核農家、多頭飼育者

等で市長が認めたもの 

農業者、農

業団体、生

産組織 

１／４以内 

３ 消臭・消毒薬

品購入に要する

経費 

消臭・消毒薬品購入費 農業者、農

業団体、生

産組織 

１／２以内

（上限４万

円） 

                                      」に、 

「                 「 

修学旅行生等受入に要する

経費（研修費、旅費、講演費、

研修に要した消耗品費〔食料

費を除く〕） 

 

修学旅行生等受入れに要す

る経費（研修費、旅費、講演

費、研修に要した消耗品費

〔食料費を除く〕） 

                」を                」に改める。 

附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 


